
農用地利用集積計画手続きの流れ（所有権移転） 

              

             事前相談 要件確認・現地確認・価格等調整後、署名捺印 

① 前月２５日まで    申出書提出締切り  

              必要書類等 ＝ 申出書・譲受人の経営状況等調査書・ 

農地の登記事項証明（登記簿謄本） 

 

             書類審査 要件確認 現地確認 事前検討会通知・資料作成   

             書類準備 

② 当月１２日前後   ☆事前検討会（譲受人） 

質疑応答・書類手続き 

              必要書類等 ＝ 認印、住民票 

             事前検討会結果報告書・議案作成 

 

③ 当月検討会後日   ☆売り手手続き（譲渡人） 

書類手続き 

              必要書類等 ＝ 実印、印鑑証明書、通帳 

 

 

④ 当月２２日前後    農業委員会本会議 

              審議 

             利用集積計画告示準備 

 

⑤ 翌月１日以降     利用集積計画告示 

             告示文・計画書・代金振込み及び登記手続きの通知発送 

 

⑥ 翌月２１日まで   ☆登記手続き（譲受人） 

              必要書類等 ＝ 印紙、認印、土地代金の振込み証明書 

             嘱託登記事務 法務局提出 

             登記済証明書交付通知発送 

⑦ 翌月末～翌々月初  ☆登記済証交付（譲受人） 

              必要書類等 ＝ 認印 

 


